
 

 

１. 変更内容 

（１）オンライン業務の変更 

 （Ａ）ＳＣＲ業務で登録した情報のシステム保存期間の変更 

    ＳＣＲ業務で登録した情報のシステム保存期間について、日曜・祝日を除く 10日間に変更する。 

  

２. 変更対象業務 

＜オンライン業務＞ 

・「簡易貨物情報登録（ＳＣＲ）」業務 

 

３. 特記事項 

なし 

 

４. リリース予定日／サービス開始予定日 

平成３１年０３月１７日（日）保守時間帯 

要
件
事
項 

＜海上業務＞ 
「簡易貨物情報登録（ＳＣＲ）」業務で登録した情報のシステム保存期間変更 

機
能
概
要 

＜変更前仕様＞ 

「簡易貨物情報登録（ＳＣＲ）」業務で登録した情報のシステム保存期間は、日曜・祝日を含む４日間であ

る。 

＜変更後仕様＞ 

「簡易貨物情報登録（ＳＣＲ）」業務で登録した情報のシステム保存期間を、日曜・祝日を除く 10日間とす

る。 


